
はじめに

ASEANの大きな課題としてあげられるのは域内格差の
是正である。例えば1995年に加盟したベトナム，1997年に
加盟したラオス，ミャンマー，1999年に加盟したカンボジ
アという新規加盟国（CLMVと呼ばれる）と原加盟5か国

（シンガポール，インドネシア，マレーシア，フィリピン，
タイ）にブルネイを加えたASEAN6との経済格差が極め
て大きいためである。

第32回ASEAN首脳会議が2018年4月28日，シンガポー
ル・シャングリラホテルで開催された。ASEAN首脳会議
は春と秋の年2回開催され，春は当該年の主要目標が，秋
は対話国を招いた成果の取りまとめが行われる。

今回は，議長国シンガポールが「強靭（きょうじん）性
とイノベーション」を主要テーマとする「強靭で革新的な
ASEANのためのASEAN首脳構想」を採択し，「ASEAN
スマートシティネットワーク（ASCN）」の設立を本年の
主要成果とすることが決定された。

また，「ASEANスマートシティネットワーク」は，ス
マートシティ間の連携枠組みやスマートシティごとの開発
行動計画（2018～2025年）を定めるもので，スマートシテ
ィ開発の促進，民間セクターにおける融資可能案件の創出
支援，ASEANの外部パートナーからの融資・支援確保を
目的としている。

その他の経済分野では，ASEANシングルウインドー
（ASW） に 基 づ く ASEAN 物 品 貿 易 協 定（ATIGA） 原

AEC（ASEAN経済共同体）2026に向けた 
ミャンマーのインフラ整備にみる日本の関与と今後の課題

Japan’s involvement in Myanmar and its issues for the future in view of Myanmar’s instructural development  
for AEC（(ASEAN Economic Community)（2026

川　島　　　哲
Satoshi  Kawashima

＜目　　次＞
はじめに
1．	 直接投資とは
2．	 AEC（ASEAN経済共同体）2026と東部経済回廊（EEC	:	Eastern	Economic	Corridor）
3．	 ASEANのインフラ整備
4．	 ミャンマーのインフラ整備にみる日本のかかわり
おわりに

（出所）IMF; Direction of Trade Statistics (DOT)
（典拠：大木 博已「ASEANの新輸出大国，ベトナム」『ASEANの
新輸出大国，ベトナムの躍進　課題と展望』国際貿易投資研究所，
2018年）

＜ASEAN各国の総輸入の推移＞

（出所）IMF; Direction of Trade Statistics (DOT)
（典拠：大木 博已「ASEANの新輸出大国，ベトナム」『ASEANの
新輸出大国，ベトナムの躍進　課題と展望』国際貿易投資研究所，
2018年）

＜ASEAN各国の総輸出の推移＞

〈金沢星稜大学論集　第 52 巻　第 1 号　平成 30 年 9 月〉 11

− 11 −



産地証明書の電子証明書の導入（2018年1月から，イン
ドネシア，マレーシア，シンガポール，タイ，ベトナム
5カ国で運用開始）や，認定経済事業者（AEO）制度の
ASEAN域内の相互認証アレンジメント導入に向けた調査
提案などが歓迎された。また，ATIGAにおける自己証明
制度の年内導入や，ASEANサービス枠組み協定（AFAS）
最終パッケージ交渉の年内妥結，AFASの規定を強化した
ASEANサービス貿易協定（ATISA）の年内署名などが
期待される（（日本貿易振興機構）（2018.5.2））

本稿ではASEAN域内の交流の活発化により，いかに現
況が変化しているのかをみる。特にASEAN共通の課題と
いえるインフラ整備について日本からの関わりに焦点をあ
てたい。そしてその課題としていかなるものが考えられる
のか。

また，その対処法として何が考えられるかを主として考
察してみたい。

1． 直接投資とは

経済特区をはじめ直接投資，特に外資の直接投資が当該
国発展のキーワードとなる。

まず最初に，なぜ直接投資をするのかを理論的にふりか
えってみる。

直接投資の水平型では，投資受け入れ国の市場へのアク
セスを目的とする直接投資を指す。マークセンやブレイナ
ードが理論化している。（（Markusen）（2002）（:Brainard）

（1997））
海外にアクセスするためには，企業は直接投資による現

地生産若しくは国内生産をして輸出する。もし後者の場合
は費用として国内工場の生産費と輸出にかかる貿易費用が
かかる。

前者の場合は，貿易費用はかからないが，当該国での工
場生産費用がかかる。

直接投資を選ぶ理由として，市場の存する国での関税の
高さ，輸送費の高さなどがあげられる。

第二に，市場の存する国での外資規制や投資環境が改善
されている場合である。

垂 直 型 の 直 接 投 資 の 場 合 は， こ の タ イ プ は，
（（Helpman）（1984）や（Helpman	and	Krugman）（1985））
により分析された。

これは，直接投資を行うことで投資受け入れ国での生産
費用の低下を目的として行われている。生産工程の川上か
ら川下に至るすべてのプロセスを海外へ移転する例は少な
く，国内で生産された中間財を海外へ輸出し，海外で組み
立てるパターンが多い。

中間財を生産する国内では，熟練労働者を使い，組み立
てを行う海外の工場においては，非熟練労働者を多く使う
ケースが多い。

これを選択する理由は，国内生産費用より海外生産費用
が低いことである。

第二に，海外で工場を設立し運営するための経営費用が
低い場合である。

第三に，海外で組み立てた最終財を国内に輸入する際の
貿易費用が低い場合である。

2． AEC（ASEAN 経済共同体）2026と東
部経済回廊（EEC : Eastern Economic 
Corr idor）

ASEAN（東南アジア諸国連合）は，2025年をめどに
AEC（ASEAN経済共同体）2026の構築を進めている。本
章ではそれについて概説するとともに現在の動向を主とし
て考察していく。

ASEAN2025の実施計画としての統合戦略計画（CSAP：
Consolidated	Strategic	Action	Plan）は石川（2018）によ
れば，残存する関税障壁の削減（2016～2025年）において
は，7％柔軟性リストに残っているカンボジア，ラオス，
ミャンマー，ベトナムの関税削減（2018年）及びベトナ
ム，カンボジアの石油製品関税の撤廃（2024～2025年）で
ある。

CLMV（カンボジア，ラオス，ミャンマー，ベトナム）
は，2015年1月に関税撤廃を実現，2018年1月に7%品目
も撤廃された。

これにより，自由化率は，カンボジア98.5％，ラオス
96.3％，ミャンマー99.3％，ベトナム98.1％となる。

ASEANシングルウインドウ（ASW）については，通
関手続きを電子化するナショナルシングルウインドウ

（NSW）を各国間相互接続し，電子データの交換を行う
ASEANシングルウインドウ（ASW）は5か国でパイロッ
トプロジェクトが既に行われている。

AFTAの原産地証明書の電子的交換は，シンガポール，
タイ，マレーシア，インドネシア，ベトナムで2018年1月
に開始された。

このような現況のなか，域内，域外の交流が活発化して
いる。

タイは2016年に「タイ4.0」東部経済回廊（EEC	Eastern		
Economic	Corridor）を打ち出した。
「タイランド4.0」は「ドイツ・インダストリー4.0」をヒ

ントにしたと言われているが，ターゲットはそれよりも広
い。例えば，タイで起きている「中所得国の罠」は，経済
不平等の拡大，経済成長と環境保全のインバランスも関連
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しているとしている。その戦略的対応として，Innovation	
driven	growth（イノベーション主導の成長），Inclusive	
growth（包摂的な成長），Green	growth（環境に優しい成
長）の3つが掲げられた。これらが実現すれば，今年から
始まる20年計画で，年成長率は4.5%，投資増加率は10.0%，
輸出伸び率は8.0%，全要素生産性も2.0%までいき，その
結果，2036年には「タイは高所得国入りを果たす」とい
う，じつに楽観的なストーリーが描かれている。

東部経済回廊（EEC	Eastern	Economic	Corridor）とは，
米軍がかつて駐留していたウータパオ空軍基地，サッタヒ
ープ港，レームチャバン港，ラヨーンのマープタプット港
があるが，こうしたインフラ設備を東部臨海工業地帯開発
の第2フェーズとして再開発すると同時に，カンボジアや
ラオスと接している国境特別経済区を組み合わせるという
構想がEECである（（末廣）（2017））。

直接投資という観点でみるとメコン川流域において以下
のような東部経済回廊特別法が2018年5月に施行されたの
は大きな着目すべき点である。
「東部経済回廊（EEC）特別法」が2018年5月14日付の

タイ政府の官報に掲載され，同日施行された。タイ政府が
2017年2月にEEC開発構想（注）を打ち出してから，1年
以上の時間を要しての施行だ。

EEC特別法が従来の投資奨励法と異なる点は，同法律
により，プラユット首相を議長とする「EEC政策委員会」
がEEC開発の責任を担うことが明確化されたほか，実質
的な運営部門である「EEC事務局」に対し，EEC 域内
への投資に関する一元的な許認可権限を付与しているこ
とだ。

同法により，EEC域内の「特別経済振興区」へ投資す
る外国法人や外国人には，税制上の恩典が付与される。ま
た，この「特別経済振興区」内に限り，外国人による土地
所有や外貨での金融取引が可能になるなど，既存の法令や
規制に縛られない権利も外国人に与えている。外国企業に
はメリットの大きい内容といえよう。

タイ政府は，EEC開発構想の下，5つの大型インフラ開
発プロジェクトを推進しており，特に注目されている。例
えば，バンコク郊外のドンムアン空港，スワナプーム空港
とウタパオ空港（EEC域内）を結ぶ高速鉄道計画である。
同計画については，既に企業向け公聴会が開催され，2023
年の高速鉄道開通に向けて進捗がみられる。今回のEEC
特別法の施行により，これらのインフラ開発プロジェクト
がさらに進展し，外国人投資家が安心してEEC域内に投
資できるようになることが期待される。

他方，タイの地元住民からは，EEC開発による環境汚
染や土地所有権の侵害を懸念する声が出ている。EEC特
別法では，EEC開発で悪影響を受ける住民のサポートを

目的とする「東部特別開発基金」が創設され，その分担金
の一部をEECに投資した企業に課すことができると明記
されている。同基金がどのように運用されるか，今後注視
する必要がある（（日本貿易振興機構）（2018.5.21））。
（注）EECは，産業の高度化，高付加価値化を図るため

のタイ政府のビジョンである「タイランド4.0」を実現す
べく，タイ東部3県（ラヨーン，チョンブリ，チャチェン
サオ）に，「10の重点産業」を誘致する政策。タイ政府は
EEC実現のため，空運，道路輸送，鉄道輸送など，交通
インフラに重点的に投資する予定。「10の重点産業」とは，

（1）次世代自動車，（2）スマートエレクトロニクス，（3）
バイオテクノロジー，（4）（高機能で高付加価値な）食品，

（5）メディカル・ウェルネスツーリズム，（6）デジタル，
（7）ロボティクス，（8）航空・ロジスティクス，（9）ヘ
ルスケア，（10）バイオ燃料・バイオ科学

ASEAN域内外の貿易等が活発化するひとつのキーワー
ドとしてASEANの「越境投資」についてふれてみる。

増 田（2018） に よ れ ば，ASEAN 域 内 の 地 場 企 業 が
ASEAN域内投資を行うことを「越境投資」と呼ぶ。

各国の直接投資統計によれば，非製造業分野が中心で
ある。

越境投資の第一の特徴は，欧米企業等が保有する対消費
者サービス分野の企業等を買収し進出することである。

第二の特徴は，ITを活用し，越境しやすいECビジネス
である。

この進出要因として次の3点があげられる。
①	所得向上で中間層が拡大
②	購買層である40代が7割を占める
③	インドネシアなど島嶼国家は商業施設が不足

第三に，病院，ホテル等のサービス業への不動産投資で
ある。

第四は，国境を超えた電力等のインフラ投資である。
越境投資は今後増える傾向である。人口増，所得上昇，

中間層拡大，AECなどが後押しする（（増田）（2018））。
所得上昇，中間層拡大というキーワードにいかに対処し

ていくべきかが顕在化してくるのだろうことがわかる。

3． ASEAN のインフラ整備

現在のASEANにおいて共通の課題としてあげられるの
がインフラ面の整備である。

外資進出に際して最優先課題がインフラ問題である。
その現状打開においていかなる取り組みがなされている
のか。

本章では，昨年末から最近までのニュース記事だけを抽
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出してみる。

中国・ラオス高速鉄道（日経2017年10月6日）
ラオスで雲南省から延びてラオスを縦断する高速鉄道の

建設が進んでいる総工費60億ドル（約6,700億円）の一大
プロジェクトである。これは，ラオスに限らず，中国経済
に依存せざるを得ない現状であることの証左である。

このような公共事業は産業活性化と雇用創出の切り札で
ある。しかし，雇用創出の面ではあまり貢献できない。と
いうのは工事はすべて中国企業が受注し，技術者や作業員
はすべて中国から大挙してやってきた。計画では，ラオス
負担分の40％，7億3,000万ドルをラオス政府が負担する。

この中国政府への経済依存は，政治面でも大きく影響
する。

中国が最大の投資国であるカンボジアは，南シナ海問題
で中国の意をくんだ発言を繰り返さざるを得なくなって
いる。

幹線鉄道，日本と建設有力　経済開放　各国に訴え　イン
ドネシア大統領会見（日経2017年12月24日）

インドネシアのジョコ大統領は日本経済新聞社との単独
インタビューにおいて，ジャワ島の幹線鉄道について，日
本と協力をしたい意向を表明した。2018年中の着工を目指
す。事業費は5,000億円を超える可能性がある。今まで両
国の溝（建設方式，インドネシアの財政負担）の早期の合
意を行い早期着工を目指す。インドネシアは，日本と先行
して中国の協力を選択したが，協力相手が中国一辺倒にな
らないようにすることを重視している。

ミャンマー　 鉄 道 改 修，日本も援 助（日経2017年10月
16日）

ミャンマーで産業育成に不可欠なインフラ整備が再始動
している。日本にとって最も関係が深いのが鉄道である。
2017年秋，日本政府が資金援助するミャンマーの鉄道改修
事業が本格化した。対象地域としては，三大都市（ヤンゴ
ン，ネピドー，マンダレー）を結ぶ長距離路線とヤンゴン
市内の環状線である。今後のヤンゴンの都市計画とも深く
かかわる。10～20年後には副都心が必要となる。ＪＩＣＡ
がこの策定をサポートし，都市計画マスタープランでも鉄
道を中心に行われている。

ベトナム，成長運ぶ地下鉄　ホーチミン・ハノイで建設急ピ
ッチ（日経，2017年12月7日）

ベトナムで地下鉄の建設が急ピッチで進んでいる。ホ
ーチミンのメトロ1号線は，2020年に開通する見通しであ
る。ハノイにおいても，高架路線が2018年に開通し，その

後地下路線の整備に入る予定である。海外企業の投資誘致
で域内主要国に優位に立つという戦略である。

総工費2,800億円の1号線は，日本の円借款で充当し三井
住友建設，清水建設，前田建設工業，住友商事が現地建設
会社と事業にあたる。

フィリピン　インフラ整備税制改革（日経，2017年12月
21日）

フィリピンは，インフラなどの財源を確保するための包
括的税制改革を2018年1月実施する。

主要な事業は政府開発援助（ＯＤＡ）で充当し，不足分
は継続的な税制改革で捻出する。

インドネシア　インフラに民間資金（日経2018年4月21日）
インドネシア政府はインフラ開発において民間資金の活

用を拡大する。
ジャワ島横断鉄道は，ジャカルタとスラバヤ間（約

750km）を従来の半分の5時間半で結ぶ計画である。
路線を回収し，踏切を廃止，約300の陸橋を新たに造成

し，既存鉄道を高速化する。開発費は，約60兆ルピア（約
4600億円）に上る。ジョコ大統領は日本と建設すると明言
している。政府資金のみならず民間資金を活用する。

これまで原則として国や国有企業が携わってきた空港建
設も民間資金を活用。今後は，手続きも中央政府に集約し
民間企業が投資しやすい環境づくりをつくる。

中国主張の鉄道中止　マレーシア，財政再建優先（日経
2018年7月6日）

マレーシア政府は7月5日，中国主導で着工済みの長距
離鉄道事業を中止すると発表した。総経費が2兆2,000億円
程度になる見込みで財政悪化を回避することが主たる理由
である。5月に首相になったマハティール氏は財政再建を
優先しインフラ事業を見直している。見直したのは東海岸
鉄道（総距離690㎞クアラルンプール郊外クラン県からタ
イ国境までを結ぶもので，ナジブ前政権時代に決定したも
のである同事業は中国輸出入銀行が計画し中国交通建設が
2017年8月に着工した。財政再建をめざすマハティール首
相は中国からの巨額借り入れを含めた計画見直しを進める
考えを示した。

それに加え，ボルネオのマレー半島で中国石油天然気集
団系の企業が着手するガスをはじめとした2本のパイプラ
インの建設中止を通告したと発表した。また，2026年開業
予定のクアラルンプールとシンガポールを結ぶ高速鉄道の
中止も表明している。マハティール首相の公約であった消
費税廃止にともなう歳入減少でインフラ事業見直しが急務
となったものと思われる。
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本章でみられるのはASEANへ中国の関与が大きくなっ
ていることである。換言すれば一帯一路のひとつとして東
南アジア諸国への影響力を増しているともいえる。

４． ミャンマーのインフラ整備にみる日本のかか
わり

前章の状況のなか，では日本はどのように今後かかわる
べきかいう課題がある。

そこで，ひとつの参考になるのが以下である。
インフラ面での日本の援助の事例として，本章ではミャ

ンマーの事例をみる。

＜日本からの通関システムの運用：ミャンマー＞
2014年10月にNTTデータがミャンマー政府からシステ

ム開発を受注し，約2年間の開発・準備期間を経て，当初
計画どおりのスケジュールで日本の電子通関システムで
あ る ナ ッ ク ス（NACCS：Nippon	Automated	Cargo	and	
Port	Consolidated	System）をベースとした新たな通関
シ ス テ ム， マ ッ ク ス（MACCS：Myanmar	Automated	
Cargo	Clearance	System）の総合運転試験が2016年8月か
ら10月にかけて実施された。

そして，2016年11月12日にミャンマーで供用開始したマ
ックスの運用が開始された。システムの導入や税関でのキ
ャパシティービルディング（能力構築）に関しては，国際
協力機構（JICA）が無償資金協力や専門家派遣を通じて
全面的な支援を行ってきた。マックスの導入によって変わ
る点は，自動審査処理と申告納税制度の導入である。グリ
ーンチャンネル（貨物全体の約6割）の場合は，あらかじ
め税関に預け金を登録していれば，自動で税金引き落とし
が行われるため，申告から許可まで数秒で完了する（（日
本貿易振興機構）（2016.11.30））。

ではこれによりいかなる今後への期待がもてるのか。
まず大きな効果として，このような通関システムは，今

まで大きな問題であった，国境を越える際の通関システ
ムの遅滞性を補う。ASEAN	シングルウィンドウ（ASW）
へ向けての支援及びシステムの構築が望まれていたなかで
今後大きく変わっていく可能性があり，期待を込めてみて
いくことが必要となる。貨物などの到着時の審査も円滑化
し，申請手続きも電子化していく。

第二に，賄賂等の横行を根絶するひとつになる。それは
今後，さらなる外資の誘致において大変重要となる。ま
た，そのシステムを運用できるような人材づくり，そして
そのための制度づくりが望まれる。

第三に，インドシナ諸国には中国からのインフラ面での
援助が多く行われている。そしてそれらは計画通り進まず
その遅滞が大きな問題となっている現状がある。これへの

アンチテーゼとして日本からのインフラ援助が今後大きく
クローズアップされてくる。というのは，中国からのイン
フラ援助より日本からのインフラ援助の有効性という色彩
が色濃くなってくるからにほかないからである。

今後，インドシナ諸国が中国への傾斜から日本への傾斜
へと向かうひとつの契機となるのがこの通関システムの導
入にみられるのではないか。日本は，インドシナ諸国をは
じめアジアの多くのインフラ援助を行うことにより，30年
前にマレーシアでさけばれたルックイーストの再来，イン
フラにおいては日本という日本の存在感を再認識させるこ
とにもなるのではないかと思われる（（川島）（2017.3.13））。

このようななか2018年6月5日からミャワディで電子通
関システム運用が始まった。

ミャンマー税関局（MCD）は2018年6月5日から，タイ
との国境にあるミャワディ税関において電子通関システ
ム「 マ ッ ク ス 」（MACCS：Myanmar	Automated	Cargo	
Clearance	System）の運用を開始する。

ミャンマーでは，税関手続きの近代化・貿易円滑化を目
的に，日本の電子通関システム（NACCS）をベースにし
たマックスが，2016年11月にヤンゴン空港とヤンゴン港，
ティラワ港に導入されている。ミャンマーの航空貨物と海
上貨物の大半はヤンゴン，ティラワで取り扱われるが，日
系企業の間では，ミャワディとメソット（タイ側国境）間
の国境ルートの利用も多い。今回のマックス運用開始によ
って，こうした国境貿易の通関手続きが円滑化されること
が期待される。

他方，2016年11月のヤンゴンでマックス導入直後，通関
申告方法などの照会を求める通関事業者が税関のヘルプデ
スクに殺到するなど混乱もみられた経緯を踏まえると，今
回のミャワディ税関への導入後，すぐに実務が円滑化する
とは考えにくく，今後の運用には留意が必要である（（日
本貿易振興機構）（2018.5.10.））。

ミャンマーへの外資進出に際し2017年12月の新会社法の
公布は画期的な事項である。

ミャンマーの新会社法（2017年12月公布）が予定どおり
2018年8月1日に施行された。主な改正内容は以下のとお
りである。

1．	外資比率が35％以下の企業は，ミャンマー企業（内
資企業）として取り扱われる。

2．	会社の株式数は最低1株から発行を認める。
3．	株式の額面および授権資本は廃止。
4．	取締役は1人以上で，最低1人はミャンマーの居住

者（年間183日以上滞在）であること。
5．	定款を作成すること。
6．	海外会社の支店が当地で事業を行う場合には，新会

社法に基づき登録すること。

AEC（ASEAN経済共同体）2026に向けたミャンマーのインフラ整備にみる日本の関与と今後の課題 15

− 15 −



7．	会社登録は，投資企業管理局のオンライン登録シス
テムで行うこと。

（注）旧法下では株主が最低2人必要だったが，最低1人
からでも認められるよう変更された。

2017年4月からの新投資法の運用，そして今回の新会社
法施行により，ミャンマーの投資環境は着実に整備されて
きており，さらなる外資進出につながることが期待されて
いる（（日本貿易振興機構）（2018.8.6.））。

おわりに

本稿では，ASEAN域内外の交流の活発化により，いか
に現況が変化しているのかをみるためASEANのインフラ
投資，それに伴いミャンマーのインフラ整備の例として日
本の関わりをみてきた。

ここでまとめてみる。
ミャンマーにおいては，2018年3月現在，政権基盤の脆

弱さから改革の推進役が不在である。2017年4月～2018
年２月の外国投資額（認可ベース）では，53億ドル（約
5,600億円）であり，2018年3月までの2017年通年で前年度
の66億ドル下回る見込みである。

また，外資がミャンマーに進出する最も大きな要因であ
る人件費も同国政府は2018年2月に最低賃金を日額4,800チ
ャット（約380円）に引き上げると発表した。JETRO調査
では，ミャンマーにおける製造表作業員の給与（基本給）
は2017年10月時点で月135ドル（約14,000円）であり，こ
の賃金の低廉さから衣料品下請けが開始された経緯があ
る。この賃金引上げで製造業における外資進出が遠のくと
いう懸念もある（（日本経済新聞）（2018.3.6））。

ここで筆者はひとつの提案をしたい。
外資進出の対象として学校の進出を考えられないか。と

いうのは，2017年5月にヤンゴンを訪れた際に大手商社と
のインタビューで示唆に富むことが多く聞かれた。2015年
から日系３メガバンクが入ることで金融に関してのパラ
ダイム変換が起きているという。

ミャンマーでは複式簿記が義務化されていない現状にあ
る。単式簿記なので前払いや繰り延べ，償却という概念が
ない。税制も単式簿記である。これらはＪＩＣＡなどが人
づくりということで少しづつ業務指導を行っているが，今

後の会計面での人づくりという面では強化していくべき課
題である。

これは日本のように複式簿記が一般的な国にとっては驚
きである。今後は，ODAなどにとどまらず簿記学校など
が進出することで，この環境が変化していくのではないか
と筆者は強く感じた（（川島）（2017））。

例えば，2015年にミャンマー商工会議所連盟が主催し，
日本商工会議所や国際協力機構（JICA）が共催し，日商
簿記啓発セミナーを開いている（https://www.jica.go.jp/
japancenter/article/2015/20151112.html）2018年 9 月 5 日
アクセス）。

2018年5月に以下のニュースを読み，現実的な流れが出
てきたと感じる。
「ミャンマー投資委員会（MIC）は2018年4月20日，教

育分野で100％外資による投資を認める通達（No.7／2018）
を公布した。

ミャンマーでは国家教育法（2014年9月30日制定）が存
在するが，関連する細則や通達がなかったため，外資企業
が教育分野に投資する際の手続きが不明確だった。同通
達により，語学学校や職業訓練校などについて100％外資
での投資が認められること，投資法やその規則・通達およ
び国家教育法を順守すべきことなどが明確になった。ただ
し，同通達第2条によると，語学学校や職業訓練校に対し
てMICが「許可を与える」と規定されており，MICへの
投資申請を前提としたものになっている。MICへの投資
申請は通常，大規模で重要な投資に限定され，一般的に許
可のハードルが高いとされている。この点，MICによる
と，小規模な投資は想定していない模様だ。インターナシ
ョナルスクールといった大規模な投資が必要なものはこの
通達の対象となり得るが，小規模な語学学校のようなもの
は想定していない可能性がある。規模の大小にかかわらず
外資による民間学校の設立ニーズは高く，小規模な投資を
受け入れないという趣旨ではないことが期待されるもの
の，今後の実務面での運用が注目される」（（日本貿易振興
機構）（2018.5.9））。

懸念しているのは，法律・制度面の整備をさらに進めて
いくことが重要であるが，肝心となる運用面で不透明な手
続きをしていると外資が遠ざかってしまう。この点に留意
して整備が進められることを望む（（川島）（2018.9.24））。
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